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午後１時２６分開会 

○西の原ゆま委員長 これより、エリアデザイン調

査特別委員会を開会します。 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 まず、初めに、記録署名員の

指名を行います。 

  吉岡委員、小林委員、よろしくお願いします。 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 次に、陳情の審査を議題とい

たします。 

  ５受理番号２３ 綾瀬小学校内の「わくわくに

こにこ図書の森」を真に地域に開放された場所に

するため旧こども家庭支援センター跡地施設内に

移設拡充させることを求める陳情を単独議題とい

たします。 

  前回は継続審査であります。 

  また、報告事項①綾瀬・北綾瀬エリアデザイン

（綾瀬ゾーン）の取組状況についてが、本陳情と

関連しておりますので、併せて執行機関から説明

を求めます。 

○都市建設部長 よろしくお願いいたします。 

  報告資料２ページでございます。 

  綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（綾瀬ゾーン）の

取組状況でございます。 

  初めに、項番１、綾瀬駅周辺地区まちづくり協

議会（第２６回）開催結果でございます。 

  開催日時以下、記載のとおりでございます。 

  （５）主な質疑となりまして、前回も委員会で

報告しました「高架下謎解きウォーク」の件、ま

た、綾瀬駅前のシティタワーの入居の状況等の御

質問がありました。 

  ３ページ、項番２でございます。 

  駅前通り整備の検討についてでございます。 

  別紙１１ページ、１２ページで、整備の検討状

況についての図をお付けしておりますが、検討状

況等、記載のとおりでございます。なお、このこ

とにつきましては、将来的な道路の整備というこ

とで御理解いただければと思います。 

  （２）今後の予定でございますが、まちづくり

協議会の意見を聞きながら、今年度内を目標に整

備の方向を決めてまいります。 

  項番３でございます。 

  綾瀬駅西口周辺地区まちづくり計画案でござい

ますが、令和８年３月２７日、２８日、勤労福祉

会館において説明会等を行う予定でございます。 

  説明会の内容については４ページ、（２）周知

方法、（３）今後の進め方については記載のとお

りでございます。 

  項番 4、綾瀬駅西口周辺イメージアップに向け

た取組についてでございます。 

  第２回の「高架下謎解きウォーク ＮＥＸＴ」

を開催する予定でございます。日時は令和８年２

月７日でございます。 

  今後につきましては、令和８年４月、５月に、

第３回、第４回を開催する予定です。 

  項番５、綾瀬駅東口駅前交通広場のバス停の改

善についてでございますが、令和７年７月９日の

当委員会で報告したバスシェルター改善策が完了

したもので、御報告するものでございます。 

  項番６、綾瀬駅東口駅前交通広場の暑さ対策に

ついてでございます。 

  こちらも議会で御質問いただいた内容、遮熱性

舗装の効果検証、バス停等にミストの設置という

ことでございます。それを合わせまして、６ペー

ジにまとめさせていただきました。 

  遮熱性舗装については、結論としては効果があ

ったということです。 

  ミストにつきましては、近隣自治体の設置状況

調査の上、７ページにまとめさせていただきまし

たが、引き続き検討するとともに、衛生面等の研
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究をしていきたいと考えております。 

  項番７、旧こども家庭支援センター等跡地活用

における公募についてでございます。 

  （１）公募スケジュール（予定）につきまして

は、来月２月に第１回選定委員会（募集要領等の

決定）以下、記載のとおりで、今年１１月を目途

に優先交渉権者の決定・公表を行いたいと思いま

す。 

  （２）優先交渉権者決定後のスケジュール（予

定）でございますが、８ページに記載のとおり、

令和１１年度秋以降の施設開設を目指して、進め

てまいります。 

  （３）整備施設以下、（４）土地の貸付期間、

（５）事業提案における評価基準のポイント、（６）

事業者撤退防止策は、記載のとおりでございます。 

  ９ページ、項番８でございます。 

  綾瀬小学校「わくわくにこにこ図書の森」につ

いてでございます。 

  ★★利用状況、令和７年１２月末現在を記載し

ております。 

  引き続いて、１０ページでございます。 

  （２）未就学児及び小学生向けイベントの実施

ですが、令和８年２月１４日土曜日に、当「わく

わくにこにこ図書の森」で開かせていただきます。

開催内容については記載のとおりでございます。

なお、オの周知方法としましては、近隣の保育園・

幼稚園以下、子育てサロン、住区センター、小学

校に周知してまいります。 

  私からは以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○西の原ゆま委員長 それでは、何か質疑はありま

すか。 

○小林ともよ委員 「わくわくにこにこ図書の森」

についてですけれども、前回、保護者の方で、★

★以外の方も含むと明記していただきたいとお願

いしたところ、早速明記していただきまして、あ

りがとうございます。 

  様々なことが、この間、改善して充実してきた

ことはすごくよいことだとも思っているのですけ

れども、もともとこの地域で図書館を造ってほし

いという運動がありまして、なかなか図書館を足

立区が造らない中で、せめて子どもが図書に触れ

合える場所をと求めてきた背景には、こども文庫

という、誰もが自由に使える子ども向けの図書を

扱う図書館だったと思うのですけれども、しかし、

図書の森は誰もが自由に使えない図書館になって

しまった中で、この陳情が出されているわけです。 

  例えば、今、週末だけですけれども、平日児童

が帰った後など、平日利用にも拡充していくべき

と思いますが、いかがでしょうか。 

○中央図書館長 平日の利用についてですが、これ

までも御答弁させていただいておりますが、現時

点で平日を開設する予定は、今のところございま

せん。 

  理由といたしましては大きく２点ございまして、

１点が、平日はやはり学校の利用が基本になると

いうことで、学校の授業が終わった後に、放課後

子ども教室の利用もあったりですとか、そういっ

たところで、実質的に開設できる時間帯が少ない

ということが一つございます。 

  もう１点が、実際に平日の御利用のニーズが、

我々としてはまだ少ないのかなというふうに思っ

ております。実際、夏休みとか冬休みに開設をい

たしましても、土日に比べて極めて利用も少ない

状況ですとか、アンケート等でも、平日御利用し

たいという声はあまり多くはございませんので、

そのように考えさせていただいております。 

○小林ともよ委員 是非、いつでもやっぱり利用で

きるというものが理想的ではあるとは思いますの

で、その辺も、利用できる日には開放できるよう

な検討も、今後していただきたいとは思います。 

  それと、綾瀬駅東口バス停の改善についてです

けれども、高層マンションができて、植栽など風

対策をしたと思うのですけれども、風がとても強
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くて、高齢者だと立っていられないくらいだと聞

いています。風よけのパーティションなどを設置

するべきと思いますが、いかがでしょうか。 

○道路整備課長 駅前交通広場の風よけのパーティ

ションの件ですけれども、以前、別の会派からも

本会議で質問をいただいているところでございま

す。その中では、まずはマンション事業者の方で、

総合設計制度の中で、風の影響を東京都の方に提

出して許認可を受けているということでございま

すので、その経過を見守るとともに、もし検討の

結果、風の影響が予想よりあったということであ

れば、まずは、マンション事業者の方に対応を、

東京都と連携しながら求めていくという姿勢で答

弁させていただいておりますので、それに基づい

た対応を今後も検討していきたいと思っておりま

す。 

○小林ともよ委員 けが人とか出てからでは遅いと

思いますので、なるべく早く対応してもらうよう

にしていただきたいと思います。 

  それと、旧こども家庭支援センター等跡地活用

における公募についてですけれども、これは、民

間施設によるにぎわい創出というのは、区民が求

めていたかもしれませんが、周りには既に商業施

設もありまして、綾瀬駅前の高層マンションの２

階の店舗はいまだに決まっていません。こういっ

た商業施設、誘致できる見込みというのは今ある

のでしょうか。 

○資産管理課長 現在、各事業者さんといろいろ個

別に、事業者ヒアリングの方をさせていただいて

いますけれども、具体的な、何を誘致するという

アイデアまではいただいていませんけれども、各

事業者さん興味を持って、公募をいつやってくれ

るのかという、今そういう状況でございます。 

○小林ともよ委員 商業施設というのが、今、なか

なか誘致するのが難しいという中で、今足立区の

方では、この民間施設の中に多目的ホールですと

か憩いの場を入れる、別にするのかという議論が

あると思うのですけれども、商業施設が誘致でき

る見込みがないとなると、業者側としてはマンシ

ョンを造って、区の施設の中に入れれば損しない

ということになるわけですから、そういう案にな

ってしまうのではないかと思うのです。 

  この地域ではもう繰り返しになりますけれども、

図書館を求める声がずっとある中で、図書館では

なくマンションを造らせるということが、区民感

情的に受け入れられないと思うのです。 

  今、夏の間ですとか、子どもたちは暑くて外で

遊べない、思いっ切り遊べる場所がなかったりで

すとか、中高生の居場所を拡充するというか、充

実した中高生の居場所をという声がある中では、

そういうものを区が責任を持って造れば、にぎわ

いは創出できると思うのです。 

  その方向へこそ、やっぱりかじを切ることが必

要だとは思いますが、いかがでしょうか。 

○資産管理課長 今、マンションというお話ですけ

れども、区としてはまずマンションの誘致を条件

にしてるわけではなくて、あくまでも、にぎわい

創出というところを条件にしています。 

  なので、にぎわいが大したことなくてマンショ

ン合築という提案であれば、それは区としては選

べないという、選定委員会で選ぶのですけれども、

そういったものは選定しないという、まず考え方

があります。それと、中高生の居場所とか、そう

いったものにつきましては、今憩いの場をそもそ

も、その本と触れ合える場というところで考えて

いますので、そういったところが中高生の居場所

としても、今、区としては設置したいというふう

に考えているところでございます。 

○小林ともよ委員 私たちも何回も提案してますけ

れども、豊島区の中高生の居場所というのは、静

かにしていなくてもいい場所なのです。私も高校

生の息子いるのですけれども、集まると物すごい

のです。たまに遊びに来るのですけれども、みん

なで大きな声で笑ったりだとかするわけですよね。
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そういった中で、図書と触れ合える場所でそれで

満足できるのかというと、満足できないだろうな

と。もっと伸び伸びと楽しめる場所をやっぱりつ

くっていくべきだと求めまして、終わります。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑ありますか。 

○岡田将和委員 何点か質問させていただきたいの

ですが、先ほど小林委員からもありました、また

エリアデザイン調査特別委員会に加盟している他

の委員からもやっぱり話があります、シティタワ

ー綾瀬の風の件です。 

  今回、バス停を改修するということなのですけ

れども、私の方にも、大変タワーマンションが建

って風が強いという声が聞こえてきていますが、

風よけは造られないという方向なのでしょうか。

もう一度確認させてください。 

○道路整備課長 綾瀬の駅前交通広場のバス停の風

よけについては、現時点ではすぐに設置するとい

う予定はございません。 

○岡田将和委員 先ほど道路整備課長の方から植栽

を植えられたというふうにおっしゃっていたのは、

きっとコンビニエンスストアの前の植栽のことだ

と思うのですが、まだかなり生育が、★★たって

いないのか膝ぐらいの高さなのですけれども、ど

れぐらいの高さになられる予定の植栽なのでしょ

うか。 

○道路整備課長 植栽の件については、恐らく住友

不動産のマンションの風の影響が考えられますの

で、その風よけのための植栽を、住友不動産のマ

ンションの周りに、マンション増えていますので、

その件なのかなというふうに思います。今、岡田

委員の御質問のセブンイレブンの前の低木は、低

木ですのでそれ以上は増えません。 

  それで、すみません。私が最初に冒頭申し上げ

た風よけで植えている樹木につきましては、風よ

けのためですので、普通新植するよりもかなり大

きめの７メートルとか８メートルのかなり大きめ

の樹形のものを植えていただいていると聞いてお

りますので、風よけの効果があるというようなふ

うな形で聞いております。 

○岡田将和委員 道路整備課長がおっしゃられてい

る植栽なのですけれども、私、よくシティタワー

の敷地通るのですが、結構まばらな間隔に植わっ

ておりますので、あの植栽が果たして、区民の皆

様が困っている風よけになるのかどうかというと

ころをちゃんと事業者に確認していただかないと、

先ほど小林委員もおっしゃいましたし、他の委員

からも声が上がっておりますので、ちょっと風よ

けの件は、あの植栽で本当に風よけになるのかど

うかというのは、御確認いただきたいのですけれ

どもいかがでしょうか。 

○道路整備課長 まずは、住友不動産の方が総合設

計の許可を東京都に得ているので、今後１年間ぐ

らい掛けて、風の影響を調査するというふうに聞

いております。まずはその影響、評価の結果を見

守りたいというところでございます。 

  その評価の結果、やはり予定より違ったという

事情が分かってまいりましたら、我々のほうも対

応を検討していきます。 

  ただ、まずは、先ほど答弁させていただいたと

おり住友不動産側の影響ということなので、マン

ション事業者の方に何ができるかというのを東京

都と連携して調整していくという姿勢にはなりま

すが、対応については検討していきたいというふ

うに考えております。 

○岡田将和委員 よろしくお願いします。 

  陳情の「わくわくにこにこ図書の森」を真に地

域に開放された場所にするためということで、こ

の陳情は、長年にわたって出てきているかと思う

のですけれども、きっと陳情者の願意というのは、

本に触れ合える場所を旧こども家庭支援センター

の跡地に造ってほしいということだと思うのです

が、私、昨年の７月９日、１０月１６日に、二子

玉川の商業施設ライズの中にある蔦屋家電シェア

ラウンジですとかスターバックスが親しめる本屋
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さんのお話をさせていただいたのですけれども、

昨年発言させていただきまして、執行機関として

は、現地見に行かれたことなど、動きなど何かご

ざいましたでしょうか。 

○資産管理課長 すみません、私本人としてはその

二子玉川ライズの方には視察には行っていないの

ですけれども、我々としては葛飾区のカナマチぷ

らっととか千葉県旭市のおひさまテラス、それと

北区十条のジェイトエルなどを見させていただい

ています。その他、図書館ですけれども、武蔵野

プレイス、それと荒川区のゆいの森あらかわ、そ

ういったものを参考となる施設と考えており、そ

ういったところも視察させていただいている状況

でございます。 

○都市建設部長 今、岡田委員から御提案ありまし

た二子玉川のライズなのですが、今日所用によっ

て出席できていないのですが、エリアデザイン計

画担当課長が現地見ておりまして、そういった内

容も踏まえて、今回の公募条件に反映できるよう

に考えているところでございます。 

○岡田将和委員 資産管理課長、１０月１６日の答

弁で、事例を見て旧こども家庭支援センターへい

ろいろ反映できるものは反映したいというふうに

おっしゃっていただきました。 

  こういったエリアデザイン調査特別委員会の中

で、我々ですとか各委員からお話があった事例な

どは、御覧になられないという認識なのでしょう

か。 

○資産管理課長 いえ、岡田委員おっしゃるとおり、

いろいろな施設を見て参考にしたいと考えており

ますけれども、二子玉川ライズについてはすみま

せん。ちょっとまだ伺えていない、そういう状況

でございます。 

○千住地区まちづくり担当部長 すみません。エリ

アデザインのお話、中で調整をする中では、エリ

アデザイン計画担当課長が見てきたということで、

資料も持ってきていただいたので、そこら辺は、

私ですとか資産管理課長とは情報は共有して、ど

ういうものだったかということは、一応ネット等

でも目にはしているところでございます。 

○岡田将和委員 昨年、佐賀県武雄市にある武雄市

図書館へ視察へ行ってきました。実は、一昨年に

石川県立図書館の方にも、区民委員会の視察で伺

わせていただいたのですけれども、延べ床面積が

石川県の方は２万２,０００平米となっておりま

して、武雄市の図書館の方は大体延べ床面積が３,

８００平米でございました。 

  実際に行ってみると、かなり天井高が高くて、

先ほども委員の中でも話ありましたけれども、カ

ルチュア・コンビニエンス・クラブが委託を受け

て、スターバックスでコーヒーを飲みながら、図

書館の図書を閲覧することができ、お話ができる

スペースもある図書館だったのですけれども、き

っと陳情者の願意としては、図書館は今足立区と

してこれから新しく整備しないけれども、本と触

れ合える場所が欲しいという願意があるかと思い

ますので、佐賀県にまで行ってほしいとは思って

おりませんが、様々な先進事例を我々も執行機関

もしっかり見て、願意に沿った商業施設を誘致す

るということが大事なのではないでしょうか。い

かがでしょうか。 

○資産管理課長 可能な限りそういった視察をして、

岡田委員おっしゃるとおり、願意に沿った施設を

整備できるように努力してまいりたいと考えてお

ります。 

○岡田将和委員 引き続き期待しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はありますか。 

○へんみ圭二委員 まず１０ページに、わくわくさ

んがイベントで来るということで、近所のお子さ

んに、今度綾瀬にわくわくさん呼んでくれるんだ

ねということで非常に喜ばれたのですが、今まだ

これ応募している状況だと思います。 

  どれぐらいの応募が来ていますか。 
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○中央図書館長 こちら今募集中になりまして、午

前中の未就学児の分が４０組募集に対して１２３

組、小学生対象の午後の分については４０組に対

して４２組となっております。 

  ただ、申し訳ございません。こちら明日が募集

締切りとなりますので、お早めにお申込みいただ

ければというふうに思います。 

○へんみ圭二委員 明日ということで考えると、今

の１２０組より、もっとかなり増えるということ

もあり得るかなということを思います。そうする

と、わくわくさん呼んでくれたんだねと喜んでく

れた子が当たるといいのですけれども、何か、外

れちゃったときに何て言おうかなと思います。そ

れだけ人気あるイベントをやっていただけるとい

うのは、頑張っていただいているのだなと思いま

すけれども、もし、本当に人数が多くて外れちゃ

った子が多いようであれば、また来年度、考えて

いただければなということを思います。 

  それで、この「わくわくにこにこ図書の森」も

含めての陳情についてなのですが、私も１期目で

すから、もう１８年、１９年ぐらい前から、綾瀬

に図書館造ってほしいというのは、ちっちゃい頃

から思っていたので、議会でも言ってきましたし、

なかなか区としては、綾瀬に図書館は造らないと

いうお話ですけれども、個人としてはまだまだ諦

めていない部分があります。できれば図書館造っ

てほしいという思いはあるのですけれども、そう

でなくても、例えば旧こども家庭支援センター跡

地のところで本と触れ合える場所を造ったときに、

図書の受渡し窓口ぐらいは設置するということは、

現状ではどうなのでしょう。 

○中央図書館長 現時点では、まだ設置の予定があ

るというところまでは申し上げられないところで

ございます。 

  ただ、今プロジェクトの方が進行しているとこ

ろかと思いますので、所管課と相談しながら、設

置の可能性というのは探っていきたいというふう

には思います。 

○へんみ圭二委員 是非、よろしくお願いします。 

  それから、続いてバス停の改善についてであり

まして、ミストについては、私も以前から提案を

してきました。各自治体の設置状況も調査してい

ただいて、今後も調査するということなのですが、

足立区内で言えば、北千住の駅前の商店街がミス

ト設置してます。そこの状況については、どのよ

うなヒアリングをしているのでしょうか。 

○道路整備課長 産業経済部の方にも、いろいろと

ヒアリングをさせていただきました。それほど、

肯定的な意見とか否定的な意見とか多くあるとい

うことではないというふうに聞いていますが、一

部で、やはり衛生面が少し心配だという声もある

ということで聞いておりますので、ちょっとまだ

我々も、継続で研究というような立場を取ってい

るところです。 

○へんみ圭二委員 とはいえ、もうあれも何年もや

っていて、そんな苦情があれば、恐らく商店街と

してもできないでしょうから、あんまり苦情がな

いからこそやられているのだなと思います。 

  それで去年ですか、京都に視察に行ってきたと

きにも、京都ではぬれないミストということで、

本当に細かい霧状のものを駅前に設置をして、体

感温度を下げているということを実施されていま

すから、ここで否定的な意見として、髪がぬれて

ヘアスタイルが崩れるというのがありますが、こ

れもクリアできるミストというのがどんどん出て

きていますから、そういった状況も是非調査して

いただいて、検討していただきたいと思うのです

が、その辺りはいかがですか。 

○道路整備課長 そうですね、へんみ委員御発言の

ぬれないミストというのも引き続き研究をしまし

て、導入の可能性があるのかというのは引き続き

検討していきたいと思います。 

○へんみ圭二委員 是非、お願いします。 

  先日、地下鉄８号線（有楽町線）の整備促進大
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会に行きました。そこで有識者の方から講演があ

った中で非常に印象深かったのが、住民だけでも

駄目だし、自治体だけでも駄目だし、鉄道事業者

だけでも駄目だしということで、みんなが一緒に

なって駅前の空間づくりを進める必要があるとい

うお話をされていました。 

  特に、ユーザーの目線に立ち、それぞれの管理

区分を超えて、一体的な管理運営を行うことが、

まちづくり、駅前づくりについては重要だという

お話があった中で、一つ思ったのは、綾瀬の西口

のこの高架下の活用について、今住民の皆さんと

話し合っていますけれども、やはりあそこを活用

するに当たっては、鉄道事業者の参加というのが

不可欠であって、是非、これからこのまちづくり

を進めていくに当たっては、鉄道事業者の皆さん

も一緒に入っていただいて、行政と住民と鉄道事

業者で話合いを進めていくという方法は、取るこ

とはできないのでしょうか。 

○まちづくり課長 今、西口の高架下のイメージ改

善の件につきまして、ＪＲと東京メトロと調整を

しているところでございます。そういうところを

一つの切り口としながら、へんみ委員おっしゃる

ように、今後の西口のまちづくり全般についても

話ができないか、いろいろなことが連携できない

かということについては、協議、相談をしていき

たいというふうに考えております。 

○へんみ圭二委員 もちろん住民の皆さんの思いと

いうのは、区の方から、鉄道事業者の皆さんに伝

えていただいているとは思うのですが、そのやり

方ではなくて、もう最初から、話合いの場で一緒

に入っていただいて、まちづくりを進めていくと

いうことはいかがなのでしょうか。 

○都市建設部長 後ほど、報告事項で竹の塚の件も

報告するのですが、今へんみ委員おっしゃるとお

りでして、やはりある意味、各事業者の縦割りで

はなくて、いわゆる同じ土俵といいますかプラッ

トフォームで議論していくということは重要だと

思います。鉄道事業者の、こういう場で言うのは

何ですが、なかなか堅いところがあるので、どこ

までかち割れるかというところもあるのですけれ

ども、いいまちつくっていこうというテーマで、

鉄道事業者にも是非参加していただくような仕組

みをつくってまいります。 

○へんみ圭二委員 是非、頑張っていただきたいな

と思います。 

  更に言えば、西口の高架下を真っすぐ行くと、

綾瀬川がぶつかって、綾瀬川の水辺空間の活用と

いうことも考えれば、東京都第六建設事務所の皆

さんにも入っていただくのも必要でしょうし、そ

れから首都高の下の部分の活用も考えれば、首都

高の皆さんにも一緒に入っていただきたいとか、

いろいろな方に一緒に入っていただいて、ほかの

町ではなかなかできないようなまちづくりという

のを、西口の周辺で是非進めていただきたいと思

います。 

  最後にもう一つ、３ページに、綾瀬駅西口周辺

地区地区まちづくり計画案について、住民説明会

を開催するということです。令和８年３月２７日、

２８日で勤労福祉会館なのですが、これ３月２８

日なんかは、勤労福祉会館の２階の工芸室で、オ

ープンハウス型説明会をやるということです。 

  工芸室、私も何回も行ったことあるのですが、

本当に２階の奥の方で、ここでオープンハウス型

説明会をやっても、知っている人しか多分来ない

ですから、せっかくオープンハウス型説明会をや

って、いろいろな方に説明して意見をいただくと

いうのであれば、例えばぐるぐるでやったりとか、

もっとこう人が来やすい場所、例えばここで開催

することを知らなくても、たまたま通り掛かった

人でもまちづくりについて知ることができるよう

な、そういう取組の仕方というのはできないので

しょうか。 

○まちづくり課長 へんみ委員おっしゃるように、

確かに２階の部屋になってきますので、少し分か
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りづらいところになるかと思います。 

  今回この会場、ここしか今、部屋が空いていな

かったという事情はありますけれども、ここを来

ていただけるような形で御案内するような方法は、

少し考えていきたいというふうに考えております。 

○へんみ圭二委員 やっぱりここでやるということ

なのですけれども、ここにこだわらなくてもと思

うのは、竹の塚の説明会、オープンハウス型やっ

たときには駅前の広場でやったりしていましたし、

それを考えると、例えば、高架下でこの間謎解き

のブースをつくってやりましたが、あの空間でも

十分できるのではないかなということを考えるの

ですが、そこは難しいのでしょうか。 

○まちづくり課長 今、御提案いただいたところも

ありますので、またその辺もＪＲとかも含めて御

相談させていただいて、できるだけ分かりやすい

ところで開催をするようなことは、検討させてい

ただきたいと思います。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○西の原ゆま委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から意見を求めます。 

○かねだ委員 継続でお願いします。 

○長井委員 継続でお願いします。 

○小林ともよ委員 継続でお願いします。 

○へんみ圭二委員 継続です。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○西の原ゆま委員長 これより採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○西の原ゆま委員長 御異議なしと認め、継続審査

と決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 次に、報告事項に移ります。 

  陳情の審査の報告でありました①を除く②から

⑥まで、以上５件を都市建設部長から、⑦以上 1

件を、千住地区まちづくり担当部長から報告を願

います。 

○都市建設部長 引き続き、よろしくお願いいたし

ます。 

  報告資料１３ページになります。 

  今度は、綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（北綾瀬

ゾーン）の取組状況についてでございます。 

  項番１、しょうぶ沼公園の活用についてでござ

います。当委員会で前回御説明しましたが、１２

月８日から１４日に開催させていただきました。 

  結果についての概要、記載のとおりでございま

すが、好意的な意見をいただいているふうに感じ

てございます。 

  １４ページでございます。 

  今後の予定なのですが、この試行結果を検証し

まして、関係所管とキッチンカーの出店を含む占

用ルールの検討など、公園活用によるまちのにぎ

わいづくりというのを進めてまいります。 

  項番２でございます。 

  「ぐるぐる博ｉｎ来た！アヤセ２０２５」の開

催結果についてでございます。 

  こちら令和７年１１月２９日に開きまして、来

場者数約７,０００人でございます。今年度の特徴

等記載どおりになりますが、こういった活動を通

じまして、北綾瀬ゾーンのにぎわいの創出に努め

てまいります。 

  続いて、１７ページでございます。 

  六町エリアデザインの取組状況についてでござ

います。 

  項番１、綾瀬川緩傾斜堤防テラス照明設置につ

いてでございます。こちらも当委員会で逐次御説

明申し上げましたが、試験点灯２基、川沿いの道
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路に設置させていただきました。 

  現状、特に問題がないことが分かってまいりま

したので、合わせて１９基のＬＥＤ照明を、です

から、既存が２基ありますので、★★１７基、新

たに設置するものでございます。今月末、完成予

定でございます。 

  １８ページになりますが、こちらも今後の方針

でございます。 

  近隣の住民の方に御迷惑にならない対策で、必

要にて防犯カメラの設置を進めるなど、安全対策

を講じてまいります。 

  項番２でございます。 

  六町いこいの森の暫定活用についてでございま

す。第２回目になりますが、令和８年３月１４日

１０時から、六町いこいの森で、子どもクイズで

あったり、むかし遊びを開催させていただきつつ、

当日につきましては、六町駅前商店街の方々と連

携しながら企画を検討してまいります。 

  続いて１９ページ、江北エリアデザインの取組

状況についてでございます。 

  初めに、１、補助第１３８号線（興野地区）の

整備に伴う用地補償に関する個別相談会の開催結

果についてでございます。昨年１２月１３日から、

５回開催させていただきまして、対象者につきま

しては、約２００名の★★に対して御説明等を差

し上げました。 

  続いて２０ページですが、主な質疑としまして

は、価格のことであったりとか、今後の残地のこ

とであったり、様々な御質問をいただきましたが、

丁寧に対応してまいります。 

  項番２、江北給水所についてでございます。 

  当委員会でも、御意見、御要望いろいろ聞いて

おりますが、今後、東京都へ要望書を提出する予

定でございます。要望の要旨は、アからカに書い

てございますが、要望書を提出する際には、当委

員会にまた改めて御説明したいと思っております。 

  ２１ページ、項番の３でございます。 

  高野スポーツパークの開設についてでございま

すが、令和８年４月２６日を予定してございます。

開設後のスケジュールは、記載のとおりでござい

ます。 

  続いて、項番４、上沼田東公園東側創出用地活

用事業に係る公募の実施結果についてでございま

すが、昨年１２月★★付で、事前に情報提供とい

うことで議会に御提出したものでございます。（１）

事業名等以下、事前に御案内した内容と一緒でご

ざいますので、要点だけ御説明いたしますが、（３）

特定した相手方（優先協定締結事業者）について

は大和リース株式会社、（４）構成員（建物整備）、

（５）申込事業者数、（６）土地貸付面積及び土

地貸付料等については記載のとおりでございます。 

  ２２ページの（９）施設計画及び地域貢献、に

ぎわいの創出でございますが、ドラッグストア以

下、サウナ、フィットネス、記載のとおりでござ

います。 

  ２３ページにあります提案のところで、こちら

になるのですが、（１０）江北３施設の連携の提

案ということで、ア、イ、ウの連携についての提

案がございました。そういった点を踏まえまして、

（１１）主な評価理由としまして、公園との連続

性や使いやすい動線計画等、様々な要素を踏まえ

て今回選定に至ったものでございます。 

  ２４ページに、特定までの経緯、また委員、委

員会の開催状況については記載のとおりでござい

ます。 

  なお、項番５につきましては、今御報告申し上

げました、、上沼田東公園東側創出用地活用事業

者との基本協定書案についてということで、こち

ら、当委員会でも様々御意見いただきました六町

の件を踏まえまして、新たに違約金の設定であっ

たり、事業者撤退後の公募参加禁止等、改めて加

えさせていただいたものでございます。 

  今後の予定でございますが、令和９年度の１２

月に、施設の開業に向けて取り組んでまいります。 
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  ２６ページ以降は、上沼田東公園東側創出用地

活用事業者選定委員会の結果をまとめさせていた

だきました。 

  続いて、２８ページでございます。 

  西新井・梅島エリアデザインの取組状況につい

てでございますが、初めに１、西新井駅東口のま

ちづくりについてでございます。令和８年４月１

１日と５月２４日に、地域の皆様の御意見を聴取

するためのイベントを開催する予定でございます。 

  続いて２９ページ、２、西新井公園周辺地区の

都市計画の決定・告示についてでございます。こ

ちらにつきましては、昨年１０月２６日のエリア

デザインで報告した内容が改めて決定されたとい

う御案内でございますので、詳細については割愛

させていただきます。 

  続いて３０ページ、３でございます。 

  補助第２５５号線の事業認可についてでござい

ますが、先週、令和８年１月２３日に認可をいた

だきました。それに伴いまして、項番４の補助第

２５５号線整備に伴う用地補償に関する個別相談

会について、令和８年２月１８日から５日間開催

する予定でございます。 

  項番５、西新井駅西口のまちづくりについてで

ございますが、昨年１２月１４日に、市街地再開

発準備組合から全体説明会を開催し、施行区域の

拡大後のまちづくりについて説明したと報告がご

ざいました。西口につきましては、また情報が分

かり次第、当委員会で御報告したいと思います。 

  ３２ページ以降は都市計画の変更の内容、３４

ページについては個別相談会の案内でございます。 

  続いて、３６ページでございます。 

  竹の塚エリアデザインの取組状況についてでご

ざいます。 

  初めに、１、竹ノ塚駅東口交通広場の整備検討

説明会の開催結果についてです。令和７年 12 月

１９日、２０日の日に、竹の塚地域学習センター

で行いました。内容につきましては、３７ページ

に（３）説明内容を記載しておりまして、（４）

主な質疑につきましては、カリンロードのにぎわ

いであったり、交番の設置、再開発事業を三者協

定で行うメリット等についての御質問に対して、

回答を申し上げております。 

  ３８ページでございますが、項番２、竹の塚五

丁目広場の住民説明会開催についてでございます

が、来月、令和８年２月１０日、１１日にこちら

も竹の塚地域学習センターで開かせていただきま

す。 

  ３９ページに、（５）これまでの経緯及び今後

の予定とありますが、竹の塚五丁目広場につきま

しては、令和８年、９年に設計及び整備工事をす

るお答えでございます。 

  項番の３でございます。 

  竹の塚第三団地ストック再生事業第Ⅰ期（団地

建て替え）工事に伴う第１４条協議でございます。

こちらも当委員会で適宜御報告申し上げますが、

ＵＲから回答いただきました。３９ページの下の

段から、要望と回答をまとめさせていただきまし

た。上位計画に基づく整備についてから、４０ペ

ージにありますとおり、にぎわい創出について、

まちなか駐輪場の設置等について、ＵＲから回答

いただきましたが、引き続き団地建て替えにつき

ましては、区も関与して、よいまちづくりを進め

てまいります。 

  項番４、最後でございますが、コミュニティ創

出に向けた取組状況についてでございます。 

  まず、（２）「ぐるぐる博ｉｎ竹の塚」につい

てでございますが、「ぐるぐる博ｉｎ竹の塚」を

３月２２日に開催予定でございます。目的、出店

数、その他でございますが記載のとおりでござい

ますが、竹の塚の発展に向けて、引き続き取り組

んでまいります。 

  私からは以上でございます。 

○千住地区まちづくり担当部長 私からは、千住エ

リアデザインの取組状況について御説明をさせて
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いただきます。 

  ４１ページを御覧ください。 

  項番１は、千住大川端地区のまちづくりについ

てです。図にありますＣ－２地区の所有権が、東

京製鐵株式会社から三井不動産レジデンシャル株

式会社に移転されたというところです。また、Ｃ

－１地区につきましては、旭化成ホームズ株式会

社、東武鉄道株式会社、伊藤忠都市開発株式会社

の３社の共同企業体で事業を行うというような報

告がございました。 

  （３）ですけれども、地権者と開発事業者で組

織しております開発推進連絡会を令和７年１２月

１９日に開催いたしました。４２ページにありま

す、エの主な内容に記載の事項につきまして、情

報交換、意見交換を行っているというところでご

ざいます。 

  （４）でございますけれども、Ｃ－２地区の工

事に、令和８年１月３０日に着手するという御報

告がありました。仮囲いですとか、そういう準備

工事につきましては、令和８年１月１９日から開

始されているというところでございます。 

  工事の範囲ですとか、工事車両の動線につきま

しては、４７ページ、別紙で付けさせていただい

ておりますけれども、そちらに記載のとおりでご

ざいます。各所に交通誘導員を配置いたしまして、

安全確保に努めていくというところでございます。 

  ４８ページの別紙２につきましては、工事工程

をお示ししてございまして、令和１１年末の完成

を予定しているというところでございます。 

  ４２ページにお戻りください。 

  項番２は、京成関屋・牛田駅周辺地区のまちづ

くりについてでございます。１１月の委員会で御

報告させていただきました交通量調査の結果を、

令和７年１２月８日の常東地区町会・自治会連合

会で報告をしてきたというところでございます。 

  （２）主な質疑といたしましては、やはり人が

増えるので、支障が出るのではないかというよう

な御意見があったというところでございます。鉄

道事業者からは、支障がないというふうに聞いて

おりますけれども、勉強会を組織しておりますの

で、この中で検証・検討をしていくというところ

でございます。 

  項番３は、千住大橋駅周辺地区のまちづくりに

ついてでございます。令和８年１月１４日に、千

住大橋駅周辺地区まちづくり連絡会を開催いたし

まして、千住大橋駅前用地活用事業につきまして、

大和ハウス工業株式会社と一緒に事業概要と住民

説明会開催の御案内をしてまいりました。 

  ４４ページを御覧ください。 

  オの主な質疑は、記載のとおりでございまして、

災害時のトイレの話ですとか、景観などについて

の御意見があったというところでございます。 

  （２）は、千住大橋駅前用地活用事業概要とな

っておりまして、おおむね記載のような内容にま

とまってきているというところでございます。 

  ４５ページを御覧ください。 

  完成のイメージを掲載しております。 

  （３）は、千住大橋駅前用地活用事業説明会の

御案内でございます。今週末、令和８年１月３０

日、３１日に、第一中学校体育館で説明会を開催

する予定となっております。説明会の御案内につ

きましては、４９ページの別紙３のチラシを既に

配布しているところでございます。 

  （４）今後の予定ですけれども、令和１１年７

月の開業に向けて取り組んでまいります。 

  項番４は、北千住駅前地区市街地再開発事業（北

千住駅東口北街区）についてでございます。 

  令和７年１２月５日、７日に、都市計画法第１

６条に基づく説明会を開催いたしまして、両日で

１４３名の御出席をいただいているというところ

でございます。エの主な質疑につきましては、別

添資料千住関連に記載のとおりでございます。 

  ４６ページを御覧ください。 

  （２）は、これまでの経緯と今後の予定となっ
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ておりまして、令和８年６月の都市計画決定を目

標に取り組んでいこうというところでございます。 

  私からは以上でございます。 

○都市建設部長 すみません。申し訳ございません。

１点、先ほど私が報告した内容で補足でございま

す。 

  先ほど、六町エリアで照明設置の件、御報告い

たしましたが、大変失礼しました。１月１６日に

設置完了してございますので、併せて報告させて

いただきます。 

○西の原ゆま委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありますか。 

○かねだ正委員 ちょっと私からは端的に、まずは

江北エリアデザインのところなのですけれども、

江北の給水所について、いろいろ東京都に要望し

ていくということで書いてあるのですけれども、

要望の趣旨の中に、まずなのですけれども、公園

のスポーツパーク利用者も利用できる駐車場運営

というふうに書いてあるのですけれども、これは

いわゆる、今度極楽湯さんができるわけですよね。

そこの駐車場をスポーツパークの方々も利用でき

るという、そういうことですか。 

○都市建設部長 かねだ委員御指摘のとおりでござ

います。 

  ただ、運営事業者がこの駐車場を、例えば直営

でやるのか、いわゆる民間の駐車場業者の云々は

まだ決まっておりませんので、いずれにしても、

スポーツパーク利用者の方が使えるように交渉し

てまいります。 

○かねだ正委員 そうすると、多分、お互いにメリ

ットがないと、特に相手側の方は民間の方々です

ので、例えばですけれども、高野スポーツパーク

で大きなサッカー大会が開かれたりすれば、利用

される方はかなりの長時間、置くという形になっ

てしまうと思うのです。そういったときに、その

間、今度は極楽湯さんの施設を利用される方がな

かなか入れなくなってしまったりだとか、そうい

った民間さんの立場としてはデメリットもちょっ

とあるのかなというふうに思うのですけれども、

それについてはどうやって、区の今のところの構

想としては、どういう形で、例えば連携ができれ

ばいいなというふうに考えているのでしょう。 

○都市建設部長 今、かねだ委員御指摘のことも想

定されます。幸いにして、すこやかプラザあだち

が近くにあるということもありますし、大きな大

会が年にどれだけあるかということもあります。 

  いずれにしても、お互いがデメリットにならな

いように、なかなかまだ事業者と交渉していると

ころへ、どうしてもワンクッション水道局入って

しまいますので、私どもとしては直接事業者さん

とお話しできるような環境づくりに、いま一度、

要望書を出しつつ、水道局に働き掛けてまいりま

す。 

○かねだ正委員 例えばですけれども、割引が効く

だとか、いろいろな想定が考えられると思うので

すけれども、その辺については今、都市建設部長

がおっしゃっていましたけれども、なかなか、間

に東京都さん入っていると難しい面もありますし、

時間も物すごく掛かってしまうと思うので、直接

交渉できるような環境づくりに、努力をちょっと

してもらいたいなと思います。 

  それと、エのところの江北エリア３施設との連

携に向けた協議というの、これも具体的にはどう

いうことを考えているのかなと、ちょっと具体的

な部分を聞きたいのですけれども、今のでいいで

すよ、想定でも構わないのですが、想定若しくは

区の希望であっても構わないです。 

○都市建設部長 今回、今、江北エリアデザインで

御報告しました、上沼田東公園の創出用地の事業

者さんと、あと上沼田東公園と、この３者が連携

できる、その具体的な内容については今後詰めて

いくことになるのですが、せっかく健康というか、

スポーツに関連する施設が三つできましたので、

例えばですが、そこの運営主体をどうするのであ
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ったりとか、まだ詳細は詰めていかなければいけ

ないのですけれども、せっかくのこの３施設が本

当にうまく連携できるような仕組みを、何とか整

えていっていきたいと思っております。 

  そのためには、やはり極楽湯さんにも協力をい

ただきたいということを、今かねだ委員お話しし

ました本当に例えばですが、割引券を出していた

だくであったりとかそういった可能性があるかど

うかを、是非、東京都へ要望しつつ事業者さんと

協議できればなと思っております。 

○かねだ正委員 そうですよね。例えば、上沼田東

公園を使ってもらったときには、★★等々、また、

極楽湯さんが安くなるのとか、そういうところな

のかどうなのか、これからちょっと知恵を出して

いただかないと、なかなかうまくその３施設が連

携していくというのはアイデアが必要だと思うの

で、その部分についてはやはり、考え方としては

いいと思うのです。やっぱり連携していくという

ことで、相乗効果が生まれるという部分で。その

辺、是非、運動をした方が汗をかいてお風呂に入

りたい、サウナに入りたいというふうに思うかも

しれませんので、その部分については、ちょっと

大変だと思いますけれども、民間さんとお互いの

メリットになるように、きちっと協議を続けてい

ただきたいなと思います。 

  それと、創出用地のところなのですけれども、

今御報告があったとおり、大和リースさんに決定

をしたということになります。これ本当近いんで

すよね、距離としては。私も近くなので、しょっ

ちゅうこの近く行くのですけれども、極楽湯さん

からこの新しくできる施設が近いと。片方は極楽

湯さんということで、スパリゾートみたいなイメ

ージで。もう一つの方は、サウナとほかにも施設、

フィットネスとかカフェとかいろいろ入っていま

すけれども、非常に近いものがあるのですけれど

も、今回この大和リースさんに決めた決定的なポ

イントというのは、どういうところなのでしょう。 

○資産管理課長 大和リースに決めた決定的なポイ

ントということですけれども、まず、江北の健康

というテーマにしっかりのっとっていたというこ

と。それと、目的地となる施設というところとし

てどういうところを考えているのですかというと

ころでは、このサウナというところにまきサウナ

という、プレゼンテーションのときにまきサウナ

を売りにして人を呼び込みたいという、そういう

御意見いただきましたので、サウナもそうですし

カフェですか、こういったところで確かに集客す

る力もあるというところ、それと広場についても、

ただ単に、建物と建物の間の空間というわけでは

なくて、資料にも書かせてもらっていますけれど

も、モルックやボッチャなどスポーツも、こうい

ったところでイベントもやりたいという、いろい

ろと提案はいただきましたけれども、いずれにし

ても集客力がしっかりあるような、区民の方が喜

んでいただけるような施設を提案いただけたとい

うところがポイントだと考えております。 

○かねだ正委員 結構、あの地域にはこういった大

きな、恐らくスパやサウナという施設はないので、

非常にこれは地域の注目というか、あの辺りに行

けば、そういった温浴施設であったりだとか、サ

ウナに入れるということで、地域の方だけではな

くて、あちこちから結構いらっしゃるのかなと。 

  私も、例えば川口の方に、サウナとかスパとか

行ったりするケースもあるので、駐車場があれば、

ある程度、どこからでもいらっしゃるのかなとい

うふうに思うので、非常に人気が出てくるのかな

と、私自身は一応すごく思っています。 

  そういった中で、先ほどの高野スポーツパーク

であったり、上沼田東公園であったりというスポ

ーツ施設が、そことうまく連携を結んでいけば、

非常に広い範囲で、先ほどお話になったとおり、

健康のまちづくりが進んだ地域というイメージで

捉えられていただいて、では、週末はこういう地

域に行って、スポーツをして、ある程度汗をかい
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たら少しゆっくりしようかというような地域にな

ってくだされば、非常に、足立区の目玉的な地域

としても非常にいいと思うのですけれども、それ

についての狙いとかはどうですか。 

○資産管理課長 かねだ委員おっしゃるとおり、今

３施設連携についても、今回の公募で御提案いた

だいています。 

  ただし、その３施設連携の御提案というのは、

指定管理事業者を選定するというところが条件に

なってきますので、区としても今後、３施設連携

が成就できるような指定管理者についての選定、

そういったところを検討して、地域が盛り上がっ

ていけるように頑張っていきたいと考えておりま

す。 

○かねだ正委員 恐らく、その施設だけの宣伝をす

るというのは、多分、区としてはきっと難しいの

だろうと思います。やっぱり民間さんだから。 

  この施設だけを、こういう施設ができたので皆

さん使ってくださいというのだけをやっていくと

いうのは、ちょっと難しい部分がある…。そうで

すよね。難しい部分ありますよね。どうですか。 

○都市建設部長 民間施設を区が積極的にＰＲする

というのは、ちょっとおかしな話になります。今、

資産管理課長答えたとおり、例えばですが、都市

建設で持っている★★であったりとか、都市農業

公園のように、指定管理者が楽しいコンテンツと

かそういうものを提供できて、それがＰＲにつな

がると、こういう仕組みがうまくできればなと思

っております。 

○かねだ正委員 ここにも書いてありますけれども、

例えばいろいろなイベントとかを企画をされて、

連携を取って、そのこと自体をアピールしていく

という方法であれば、十分宣伝していくことは可

能なのかなと思うのですけれども、その辺につい

てはどうですか。 

○都市建設部長 実は、私どももそれを意図してお

りまして、できればそういう形でうまくいければ

と思っております。 

○かねだ正委員 せっかくこういった施設が、江北

地域にできてくるので、やはり、ほかの施設とも

連携を考えていますけれども、相乗効果を生んで、

本当に一大的な健康のまちづくりの地域というこ

とを確立していっていただきたいと思いますので、

単発ではやっぱり、バラバラだと効果が薄い面も

あると思うので、その辺については、十分力を入

れて進めていっていただきたいと思います。要望

しておきます。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑ありますか。 

○長井まさのり委員 では私も、六町エリアデザイ

ンでちょっと端的に伺わせていただきます。 

  緩傾斜堤防テラス、照明設置ということで、こ

れは、各会派からこのテラス、やっぱり暗いんだ

ということで要望があって、上部に今回１９基の

設置ということで大変評価できるものでございま

すけれども、この照度はどのぐらいなのか、また

電柱の上部ということで、大体何十メートル間隔

に設置してあるのか伺います。 

○安全設備課長 設置後の照度でございますが、堤

防上部の遊歩道につきましては、３．５ルクスと

なっておりまして、道路基準の３ルクスを満たし

ているという状況でございます。 

  また、綾瀬川に近いテラス状の低いほうでござ

いますが、照度自体は上がっていませんが、歩行

者の顔が見えるようになりまして、資料にあると

おり、安心感につながる明るさは確保できている

のではないかなというふうに考えております。 

  電柱の間隔でございますが、約３０メーター間

隔ということでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、タイマーが内蔵されていて、夜間、１１

時以降は、迷惑防止のために検討するということ

でございますけれども、この検討したときの照度

の明るさは、下に多分街灯も付いていますけれど

も、それと比較してどうなのか。また、夏場だっ



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １６  

 

たり冬場だったり、検討する時間についても併せ

て伺います。 

○安全設備課長 検討したときには既存の街路灯の

照度と変わりませんので、測定したところ、３０

ルクスぐらいはあるという状況でございます。あ

と、点灯時間でございますが、年間を通じて二つ

に分けておりまして、春から秋に掛けての日が長

い時期につきましては、１９時に点灯して、朝の

４時半に消灯、秋から春に掛けての日が短い期間

につきましては、4 時半に点灯しまして、朝の６

時半に消灯というような設定をしております。 

○長井まさのり委員 分かりました。町会にも意見

を伺っていただいたということで、私も現地を実

際歩いてみました。また、テラスを歩いて、足元

には光は及ばないものの、歩いているところから、

このＬＥＤ灯が見えますので、顔だったり胸元な

んかも光が届く範囲なのかなと。そうしたところ

から、この安心感にもつながっているという意見

にも出てくるのかなと思いますけれども。 

  あと、このスケートボード等の苦情、また、た

むろの苦情は現状は寄せられていないと。今、冬

場で寒いので、なかなかそうしたことはないのか

なと思いますけれども、これからまた暖かくなっ

てきたときに、しっかり現場を確認していただい

て、そしてまた必要に応じて、この安全対策とい

うことで、防犯カメラの設置も検討していってい

ただきたいと思いますけれども、いかがですか。 

○安全設備課長 防犯カメラの設置につきましては、

今後の利用状況や地域の方の要望を踏まえまして、

関係所管と連携をして、検討の方を進めてまいり

たいと考えております。 

○長井まさのり委員 是非よろしくお願いいたしま

す。 

  あと、もう１点、六町いこいの森ですけれども、

３月１４日に子ども向けのイベントを開催という

ことで、近隣の小学校、中学校、幼稚園、保育園

などへの周知については、いかがでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 まず、近隣の加

平小学校、こちらの方に関しましては、全児童分

のチラシを配布させていただきたいと思っていま

す。また、近隣の保育園、幼稚園等には、施設内

の掲示板等にチラシが貼れるＡ３判ぐらいのチラ

シをお配りして、周知等していきたいと考えてお

ります。 

○長井まさのり委員 分かりました。是非、子ども

向けイベントでございますので、しっかりまた、

近隣のそういった施設にも周知をしていただきた

いと思います。 

  また、昨年、このいこいの森のイベントを行っ

たときには、たしか２２４名の参加者の方がいて、

ヒアリングも行ったと。で、今後、参加した子ど

もやその保護者に本格ヒアリングを行っていくと

いうことでございます。また、令和１１年度以降、

本格運用と聞いているので、今度、地域の皆様に

もそうしたヒアリングを、やっぱり引き続き行っ

ていただきたいなと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

○パークイノベーション推進課長 これから行うイ

ベントに関しましては、参加していただいた方に、

それぞれヒアリングは行っていきます。 

  また、最終的な、令和１１年度以降の本格運用

に向けましては、やはり、まち全体としては生か

していきというか、利用していただきたいところ

もありますので、地域の皆様にも広く御意見をい

ただくような形で、ヒアリング等は行っていきた

いと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。では、地域の

皆様にも、どうかよろしくお願いいたします。 

  また、この六町駅前商店街レスク主催の「六町

星空映画会」、同日開催ということで連携した企

画を検討しているということでございますけれど

も、具体的にはどういう内容なのか。また、今後

季節に応じたイベントも、しっかり開催していっ

ていただきたいなと、そうした声もありますけれ
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どもいかがでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 実はまだ、レス

クさんとの具体的な連携内容は調整中でございま

す。実は明日、レスクさんのところも担当の者が

聞きまして、より具体的な内容を詰めていきたい

と思っております。具体的なといいますか、今考

えているのが、お互いのイベントに参加したら何

かしら特典がもらえるとか、そういったようなこ

とも、レスクさんの方に提案していければと思っ

ております。 

  また、季節に応じたということですので、夏場

はちょっと暑過ぎてイベントに参加される方もつ

らいかもしれませんので、秋頃を目指して、何か

しらイベントをやっていきたいと思います。また、

春先は、今回はできませんでしたけれども、ひな

祭りとかそういった行事とかに合わせて、何かし

らイベントを考えていきたいと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。では、季節に

応じて、またしっかり検討を重ねていっていただ

きたいと思いますけれども、この六町いこいの森、

今後の買戻しに向けては、国や、また都の補助金、

活用をできるところについては最大限にしっかり

活用していただきたいと、これは要望しておきま

す。 

  あと、最後になりますけれども、北綾瀬のらら

テラスのフードコートに、車椅子専用のスペース

をちょっとつくっていただきたいということで、

せんだって都市建設部長、また都市建設課長の方

からも報告がありまして、専用スペースをつくっ

ていただきました。私も現地を確認して、陳情者

の障がい者の方にもお伝えをさせていただきまし

た。本当に感謝申し上げる次第でございます。 

  ですけれども、ちょっとテーブルの高さがちょ

っと、車椅子がしっかりすぽっと入る高さではな

いなという感じもしましたし、またテーブルの脚

も、車椅子が入りやすいような、そうした脚の形

状も、これからまた、ちょっと改善の余地がある

のかなと思います。そうした点も、また再度、三

井さんの方にしっかり申入れしていただければと

思いますけれども、その点、都市建設部長いかが

でしょうか。 

○都市建設部長 今、長井委員御指摘のとおりでご

ざいます。私どももそう思っております。 

  せんだって、三井不動産の担当者の方がお見え

になりまして、その点を伝えました。基本的には、

什器類は改善するというお話いただいております

ので、また出来次第、当委員会でも御報告させて

いただきたいと思います。 

○たがた直昭委員 では、私も江北エリアデザイン、

先ほど、かねだ委員から幾つか伺っておりますの

で、そのとおりだなと思っていたのですけれども、

先ほどの駐車場の運営なのですけども、たしか９

月か１０月に給水所の視察に行ったときに、この

駐車場の何台かは、足立さんの方で、借りている

要望があるということはそのとき言っておりまし

たけれども、たしか、あのとき１０数台とか★★

ちょっと何台ぐらいの予定で借りる予定ですか。 

○都市建設部長 先ほど、かねだ委員にも御答弁申

しました。なかなか事業者と直接会えて取引でき

ていないものですから、ただ、基本的に区の要望

としては、２０台程度は確保していただきたいと

お話ししています。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  高野スポーツパークは４月２６日にオープニン

グセレモニーということなのですけれども、それ

以降、サッカー、フットサルと多目的があるので

すけれども、こちらのスポーツパークの駐車場と

いうのは何台確保されているのですか。 

○スポーツ振興課長 専用の施設内にございます駐

車場は７台分でございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  先ほどもかねだ委員からお話ありましたけれど

も、恐らく大きなイベントになると、もうそれだ

けでは全然駐車場の確保されないと思われますし、
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すこやかプラザの方でという話もありますので、

極力、スポーツパークの方にも支障がないように、

その辺の確保はしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  あと、先ほども３施設の連携ということで、い

よいよ女子医大が出て、すこやかプラザができて、

そして温浴施設ができて、そしてスポーツパーク

ができて、そして上沼田の東用地が決まったとい

うことで、これはもう本当に西地域においては、

一大的な活気ある事業の取組だと思うのですけれ

ども、上沼田東の創出用地に関して、大和リース

になったのですけれども、今回複数の事業者の予

定が、何で１社になったのか、その辺は何か理由

はありますか。 

○資産管理課長 たがた委員おっしゃるとおりなの

ですけれども、事前に事業者ヒアリングをさせて

いただいたときは、複数社エントリーする予定で

した。実際、公募開始した直後に、予定していた

事業者の方から、内部での調整がなかなかちょっ

とうまくいかないということで、１社の方はちょ

っと提案できなくなったという御連絡があって、

結果的に１社だけの公募という形になってしまい

ました。 

○たがた直昭委員 分かりました。一番いいのは、

複数同士で競合した方がよかったと思うのですけ

れども、いずれにしても最終的には１社がきちん

と決まったということでありますので、今後いろ

いろなことがないように、順調に進めていただき

たいと思いますので、お願いしたいと思います。 

  あと、こちら、定借の方で今後進められるかと

思うのですけれども、大体定期借地権は５０年が

一つのあれかなと。今回３０年というのは、どう

いうあれで決まったのですか。 

○資産管理課長 事前に事業者ヒアリングをしてい

る中で、ここでは、ある程度大きな建物の提案が

難しいという、そういったヒアリング結果があり

ました。事業者にも、貸付期間については、５０

年がいいのか、３０年がいいのかというのは事前

にヒアリングをしていく中で、やっぱり３０年程

度が望ましいという御意見いただいていましたの

で、区としては３２年を条件に、公募をさせてい

ただいたという状況でございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。よろしくお願い

します。 

  あと、最後１点なのですけれども、この３施設

の連携で、主な評価、公園との連続性や使いやす

い動線計画とか様々書かれているのですけれども、

例えば日暮里・舎人ライナーのそういう昼間の混

雑の解消とか、その辺のことはちょっといろいろ

書いていないのですけれども、その辺は、今後区

外からの来園と言うのかな、その辺はどういうふ

うに考えていらっしゃいますか。 

○都市建設部長 私ども、混雑緩和と利用促進の協

議会を東京都と持っておりますので、まずは、こ

ういった施設整備があるということは東京都には

知っていただくことと、何かそれ以上のものが提

案できるようであれば、そこは今回の提案事業者

にも働き掛けてまいります。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑ありますか。 

○小林ともよ委員 私からは、補助第２５５号線に

ついてちょっと伺いたいと思います。 

  今回、事業期間として、令和８年から令和２３

年という事業費が設けられておりますけれども、

これは、１５年で終えるということなのでしょう

か。 

○道路整備課長 東京都の方から、期間として１５

年いただいておりますので、まずは１５年間での

完成を目指していくというような形になります。 

○小林ともよ委員 今回、今回というかこの用地を

取得していくに当たっては、事業者に委託をして

進めていくということだと思うのですけれども、

支払いが出来高ということで、急いで用地取得を

していくということになるのかどうか、ちょっと

その辺、確認したいと思います。 
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○道路整備課長 用地の取得に関しましては、地権

者様の意向を最大限寄り添う形を取っていきます

ので、強引にといいますか、進めることはする予

定はございません。 

○小林ともよ委員 是非、住民の意思、最大限に尊

重していただきたいと思うのです。例えば、１５

年で終わらなかった場合というのは、延長という

形もあり得るのでしょうか。 

○道路整備課長 まだ、ちょっと、これから始まる

事業なのでなかなか難しいのですけれども、他の

案件では、終わらない場合は延伸という形を取っ

ております。 

○小林ともよ委員 是非、無理強いだけはやめてい

ただきたいなと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

  あと、次に、竹の塚第三団地再生事業第Ⅰ期に

ついて伺いたいと思います。 

  これ確認なのですけれども、区の要望に第五公

園の代替を要望する声が、この報告書の中にはな

いのです。竹の塚第五公園のまちづくり活用など

に関する覚書第７条五項では、けやき大通り沿い

の地区施設及び地域に開かれた広場空間における

竹の塚第五公園と同規模以上の面積かつ機能確保

に関することということが入っておりますけれど

も、これは確実に整備されるということでよろし

いでしょうか。 

○都市建設部長 当委員会で何とか御報告申し上げ

ますが、その方向で進めてまいります。 

○小林ともよ委員 是非よろしくお願いいたします。 

  次に、千住大川端地区のまちづくりについてで

すけれども、１月３０日に工事が始まるという報

告ですけれども、C－２地区の商業施設は、まだ、

どこがやるのかというのは決定していないと聞い

ておりますが、予定はどのようになっているので

しょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 小林委員おっしゃ

るとおり、まだ、商業施設事業者については確定

はしておりませんけれども、こちら２期工事のう

ちの１期に入っておりますので、事業者としては

速やかに決めたいというようなお話も聞いており

ますので、区といたしましても、速やかに決まる

ように問い掛けていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○小林ともよ委員 地域住民からは、高層マンショ

ンは要らないという話はありましたけれども、商

業施設は地域の要望でもあります。洋服や下着、

生活用品、食料品などが、購入可能な商業施設を

ちゃんと誘致できるのかどうか、きちんと事業者

に確認していただきたいと思いますがいかがでし

ょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 今のお話ですと、

日用品もということだと思いますけれども、そこ

まで入るようなものなのかどうか、食料品だけな

のかどうかというのはちょっとまだ分かりません

けれども、今お話しいただきましたので、そこら

辺も伝えていきたいというふうに考えてございま

す。 

○小林ともよ委員 是非よろしくお願いいたします。 

  次に、北千住駅東口北街区について伺いたいと

思います。今回の報告では、都市計画法第１６条

に基づく説明会での報告が載っております。この

説明会で出された地区計画の変更の原案の新旧対

照表を見ますと、これまでずっと区も掲げてきた、

下町情緒と新しい街並みが調和する、安全で安心

して暮らせるまちという、これは区としても核と

なる方針だったと思うのですが、新しい案では、

下町情緒という言葉が削除されているわけです。 

  これまでのアンケートでも一番多くの声として

上がっていたのが、下町情緒を残してほしいとい

う声だったはずですけれども、下町情緒を残すこ

とは諦めたということなのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 今回の地区計画の

変更につきましては、主に駅前のにぎわい誘導地

区を設定するのに、変更を掛けたところなのです
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けれども、その変更に至るに当たりましては、今

まで、まちづくり構想と地区まちづくり計画とい

うものをつくって、それに変更を掛けてきており

ます。そのまちづくり構想の中で、既に将来像と

して、「協働・協創により実現を目指す下町情緒

と新しい街並みが調和する、安全で安心して暮ら

せるまち」というものを掲げておりまして、これ

を実現するための地区計画ということなので、下

町情緒をなくしたということではなくて、そこを

目指して進めていきたいという趣旨については、

変わっていないという認識でございます。 

○小林ともよ委員 私たち、これには、再開発には

反対ではありますけれども、下町情緒はきちんと

守っていくようなまちづくりが必要だとは思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

  それと、８月２９日に開催されたアドバイザリ

ー会議の議事録、概要ですけれども区の方からい

ただきまして、ちょっと読み込んでみました。ゼ

ネコンコンサルから、２０３０年までは仕事が埋

まっていることから、それまで開始できないとい

うことで、その間に建築費用が更に増加するので

はないかという懸念が、アドバイザリー会議の委

員の方、全員から上がっておりました。 

  現在の概算では、総事業費４００億円、そのう

ちの４分の１の１００億円を、区と国と半分ずつ

負担するということになっていますけれども、資

材、人件費が高騰すれば、足立区の費用負担も増

えることが懸念されます。区として、このことに

ついてどう考えているのか、教えてください。 

○千住地区まちづくり担当部長 おおむね事業費に

対する割合で補助金は確定してきますので、事業

費が増えれば区の負担といいますか、補助の対象

についても増えてくるのかなという認識ではござ

います。 

  いずれにいたしましても、これから都市計画決

定を経ますと、事業計画作成という作業に入りま

すので、その中で精査がされていくことを、区と

してもしっかり見ていきたいというふうに考えて

ございます。 

○小林ともよ委員 どれぐらい上振れるのかという

のが、どこまで区として許容範囲として思ってい

るのか。その辺は、まだ決定というか向こうがも

うどんどん増やしていくがままに、予算というの

も多く見積もっていくということになっていくの

でしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 今のところ幾らと

いうのは、ちょっと想像もできませんけれども、

組合準備組合が作成した事業計画の中身について

は、東京都も区の方も、事業認可権者として確認

していくということですので、そこら辺の内容は

しっかり見ていきながら、応じられるかどうかと

いうところは確認していきたいというふうに思っ

ております。 

○小林ともよ委員 それと、立体駐車場の建築コス

ト、管理のコスト、区もこの駐車場の在り方につ

いて、アドバイザリー会議の中では懸念するコメ

ントをしておりますけれども、この点ではいかが

でしょうか。そのままでやっていくということな

のでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 基本的に今のプラ

ンでは、駐車場が地下と、あと★★の中に組み込

まれる形になっておりますけれども、それは区と

して否定するものではないというふうに思ってお

ります。 

  実際、アドバイザリー会議の中でも、駐車場も

含めていろいろ柔軟に対応した方がいいというよ

うなお話があったかと思いますけれども、その柔

軟性という中ではほかの例ですけれども、附置義

務で造った駐車場とかを、別の用途に転用するの

は難しいのですけれども、例えば時間貸駐車場と

かにして管理費を稼ぐような仕組みでやられてい

るところもありますので、そういう柔軟性がどこ

まで持てるのかというところについては、事業者

と協議していく必要があるかなというふうに思っ
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ております。 

○小林ともよ委員 区民、国民の多額の税金が使わ

れるということになっていくと思うのですけれど

も、あまりに上振れるような見通しになった場合

は、計画の見直しも検討するように、準備組合に

も区の方から促すべきだと思いますが、その点い

かがですか。 

○千住地区まちづくり担当部長 事業成立性をどう

考えるかというところだと思いますので、これは

足立区に限らず、全国的な開発の課題になってい

ると思いますけれども、そこら辺はしっかり考え

ていきたいというふうに思っております。 

○小林ともよ委員 よろしくお願いします。 

  あと、この中でも出てきたのですけれども、建

設コストがやっぱり上がれば上がるほど、零細地

権者の方が救済されにくいというようなコメント

も出ておりました。小さいと、使途の権利変換と

なると、今とは同じような広さの住まいにはなら

ないですし、管理費なども発生することによって、

不利益が生じるということになっていくと思うの

ですが、地権者に対して準備組合はどのような説

明をしているのか、区はつかんでいるのでしょう

か。 

○千住地区まちづくり担当部長 実際、個々の地権

者の方々に当たるためには、権利変換計画の中で

どういうふうな割当てがあるのかということを話

していかなければいけないと思いますけれども、

まだ事業計画も作成されていない中では、権利変

換計画につきまして、まだ作成されていない状況

です。なので、話したくても話せない状況かなと

いうふうに思いますけれども、ただ、アドバイザ

リー会議の中でも、権利の少ない方に対する対処

の仕方というのはあるだろうというようなアドバ

イスはいただいておりますので、そこら辺も準備

組合とは共有しながら、どういう対処ができるの

かというのは、権利変換計画の中で検討していき

たいというふうに思っております。 

○小林ともよ委員 今、答弁にもありましたように、

地権者が一番知りたい情報がない中で、この計画

だけがどんどん進められていくというのが、この

再開発の手法だと思うのです。 

  しかし、これは地権者に的確な判断材料を与え

ないで進められるやり方で、地権者にとっては、

不安がある中で進められてしまうということで、

それを区が後押ししていくことは私は認められな

いと思うのです。 

  最後、1点確認ですけれども、公告・縦覧・意見

書提出、２月頃にあるということなのですけれど

も、２月頃というのは、２月のいつを予定してい

るのか、もう決定されているのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 まだ確定はしてお

りませんけれども、２月の中旬頃に、都市計画法

第１７条に基づく公告・縦覧・意見書提出期間を

設ける予定でございます。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑は。 

○へんみ圭二委員 まず、１３ページの北綾瀬につ

いてです。 

  公園の活用の検証をするということで、試行的

な取組として、ピクニック・ラボｉｎしょうぶ沼

公園を１週間開催したということなのですが、こ

の開催結果を見ても、例えば１５ページで、土曜

日の開催結果については平時と施行時の比較とい

うのがあります。それから、１３ページで、公園

利用者の意見も、これも１３日土曜日だけの意見

となっているのですけれども、ほかの平日はどの

ような状況だったのか、平日のアンケート結果と

いうのは、どのような結果だったのでしょうか。 

○まちづくり課長 平日につきましては、この土曜

日に比べて、人数的には少ないというような状況

になっています。 

  御意見につきましては、アンケートで実際に聞

かせていただいたのは１３日なのですけれども、

利用者の方にヒアリングをさせていただいたりと

かというような形で、平日については取らせてい
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ただいております。 

○へんみ圭二委員 その開催結果がどうだったのか

というのが、詳しい報告がないものですから、こ

ちらとしては、成功だったのか何なのかよく分か

らないのですが、区としてはどのように感じられ

ているのですか。 

○まちづくり課長 今回、試行で１週間やらせてい

ただいたところでございます。 

  利用者の方、それから、事業者の方からも御意

見いただいていますけれども、また更に試行の機

会を、年度が明けても、もう１回実施をしていき

たいなと思っております。今回だけで判断すると

ころもなかなか苦しいところがあるかと思います

ので、今後の継続的な専用のルールづくりに向け

て、更に試行を行っていきたいというふうに考え

てございます。 

○へんみ圭二委員 分かりました。是非、今後改正

するに当たっては、もう少し詳しい結果というも

のをこちらにも御報告いただければ、より実りの

ある議論ができるのかなと思いますから、その辺

りはしっかり取り組んでいただきたいなというこ

とと、あとは、これはちょっと委員会が違う部分

も出てきてしまうのですけれども、今、平日なん

かに、しょうぶ沼公園の広場のところで、中高生

がウィリーをして物すごく走り回っていて、近所

の幼稚園の親御さんなんかからも、危なくてぶつ

かりそうだから何とかしてほしいという声があり

ました。ピクニック・ラボのときに、そういうこ

とというのはありましたか。 

○まちづくり課長 正に、我々こうやっているとき

の土曜日だったかあれですけれども、へんみ委員

おっしゃるようにウィリーで、中学生ですか、非

常に、子どもたちがいる中でもやっているという

状況がありました。実際に、我々見かけましたの

で、警察の方に通報させていただいて、警察官見

回りに来ていただいて、そうすると、やっぱりい

なくなるというような状況ではございました。 

○へんみ圭二委員 実際、自分でも見たことあるの

ですけれども、本当にすごいスピードで、ウィリ

ーでもう何台も走り回して、幼稚園、保育園の子

たちにすぐぎりぎりまで、何かこうチャレンジみ

たいにやっている状況がありますから、そこは、

しっかり確認していただいたということですから、

そういうことがなくなるように、今後取り組んで

いただきたいなということは申し上げておきます。 

  それから、六町エリアについてなのですが、今、

サウンディング調査の参加募集が１月１９日まで

だったと思いますが、ここはどのような参加状況

でしょうか。 

○資産管理課長 今、正しくサウンディング型市場

調査の事業者ヒアリングを始めたところです。今

週いっぱい掛けて、事業者から意見をいただくと

いうスケジュールで、今進めている状況でござい

ます。 

○へんみ圭二委員 例えば、どれぐらいの事業者が

参加をされているというのは、ここで教えていた

だくことはできるのですか。 

○資産管理課長 詳細は次回の委員会で御報告させ

ていただこうとは思いますけれども、今この場で

言える事業者数としては、７社来ているという状

況でございます。 

○へんみ圭二委員 是非また詳しく、次回でも教え

ていただきたいなと思います。というのも、六町

の６号公園でしたか、のサウンディング調査を去

年やるということは議会でも報告はいただいてい

たのですが、その結果、あまり活用方法がないと

いうことで、公園整備に切り替えますという話は

報告されているものの、どれぐらいの事業者に話

を聞いて、どういう話が出てきたのかというのは、

議会の報告がなかったものですから、そこも、今

回についてもしっかりと詳しい説明をいただきた

いと思います。 

  この六町エリアについて、東神開発の対応はど

うなんだというお話は今までもずっとしてきまし
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たけれども、それを受けてということなのかなと

思いますが、今回綾瀬の旧こども家庭支援センタ

ーの契約についても、それからもう一つ、江北の

上沼田東公園のところについても、契約について

撤退防止策ということで、事業撤退後の公募参加

は禁止するということが盛り込まれていますけれ

ども、このあたりについてはどういったことなの

かというのを、もう少し詳しく教えていただけま

すか。 

○資産管理課長 東神開発の件で、いろいろ議会の

方からも御意見いただきました。 

  今回、撤退防止という観点で、事業者にいろい

ろヒアリングをさせていただいたというところと、

あと弁護士の方にも相談させていただきました。

その中で、公募に参加した事業者がその公募を撤

退した場合、また同じ場所の公募については参加

できないというところについては、事業者からも

それは構わないと。弁護士からも、そういったも

のは付け加えてもいいのではないかというそうい

った御意見をいただきましたので、今回、上沼田

東公園の方には入れさせていただいたとそういう

状況でございます。 

○へんみ圭二委員 綾瀬も同じような理由だという

ことですよね。この撤退防止を入れたというのは。

これによって、事業者の撤退というものがかなり

防止することができるようになったのかなという

ことで、私としては、非常によかったのかなと思

います。 

  それともう一つ、江北エリアについてなのです

が、大和リースの方で新しくサウナを入れる施設

を造るということです。これは、極楽湯のスパも

サウナを入れるということですから、この近隣に

サウナが幾つもできるというのが、事業の採算性

として大丈夫なのかなと危惧する部分もあるので

すが、そのあたりはいかがですか。 

○資産管理課長 大和リースの方に、今回まきサウ

ナということの提案をいただいた際に、江北給水

所のところにも温浴施設はできるというところは、

しっかり認識しているのかというのは確認させて

いただいています。その件については、事業者の

方も把握していると。で、その辺の差別化につい

ては、先ほど御答弁させていただいたとおり、ま

きサウナというところで差別化をしているので、

そこら辺については問題がないという認識だとい

う御意見をいただいているところでございます。 

○へんみ圭二委員 この極楽湯、江北給水所の方に

できるスパも、様々なサウナを入れますというこ

とが書いてあって、そこにまきサウナが入ってし

まうということはないのですか。 

○都市建設部長 そこまで確認はしておりませんが、

何と申し上げたらいいのか、先ほどかねだ委員の

御質問にお答えしたように、なかなか事業者と直

接的に細かいスペックまで聞いていないものです

から、これは水道局経由で、今、少なくとも今回

公募したことはこういう内容ですよということを

お伝えしたいと思います。 

○資産活用部長 今回の上沼田東の内容が分かれば、

それを給水所の方の事業者さんにもお教えして、

どのように対応していくかやっていきたいと思っ

ております。 

○へんみ圭二委員 もし、極楽湯の方にまきサウナ

が入ってしまったとすると、区内初のまきサウナ

という一番の目玉が失われてしまうわけですから、

やっぱりそこは、本当に大丈夫かなということを

考えてしまうのですけれども、そこは、例えば極

楽の方でも、いや、先にこっちはまきサウナ入れ

ると決めていたのだから、やめるわけにいかない

よという話になった場合に、大丈夫なのですか。 

○都市建設部長 少なくとも最初に、今回極楽湯さ

んに★★選定されたというときに、サウナは設置

するというのは聞いていたのですけれども、まき

サウナという具体的なものは聞いておりませんで

したので、ただ、ほかの極楽湯さんの系統で見ま

すと、たしかまきサウナ的なものはやっていない
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と思いますので、いずれにしても多分大丈夫かな

と思いますが、へんみ委員御懸念の点については、

きちんと伝えてまいります。 

○へんみ圭二委員 ここも是非、確認していただき

たいです。大丈夫であることを祈りたいと思いま

すが、江北給水所の方でも要望の中で、足立区浴

場組合への計画説明を行うということになってい

ます。もちろんこれは大和リースの方でもサウナ

入れるわけですから、浴場組合への説明というの

は必要かなと思うのですが、その点についてはい

かがですか。 

○資産管理課長 浴場組合さんに対しては、先日区

側として、組合さんの方にちょっとまず情報提供

をさせていただきました。また、事業者さんにも

詳細な計画が決まりましたら、浴場組合さんの方

に情報は入れたいと思いますけれども、まずは、

情報は入れさせていただきました。 

  浴場組合さんとしては、影響がないというわけ

にはいかないけれども、お互いにうまくいくよう

に進めていければいいなというような、そういっ

た御意見をいただいているところでございます。 

○へんみ圭二委員 以前、足立区以外の地域で、銭

湯やられた方に話を伺ったことがあるのですけれ

ども、やはりその方のやられていた銭湯の近くに

もスパができてしまって、もうその影響というの

は物すごく大きかったかなということで、結局や

められてしまったということでした。 

  なかなか、ふだん使いをしてくれる方が銭湯も

減っている中で、たまに大きなお風呂に入りたい

という方々がスパの方に流れてしまうと、本当に

もう事業の採算性というのが厳しくなってしまう

ということがありましたから、是非、そのあたり

は、この江北エリアにも銭湯というのが幾つかあ

るようですし、そこが民業圧迫という形にならな

いように、是非進めていただきたいですし、例え

ば健康づくりということでいえば、以前も申し上

げましたけれども、銭湯も是非使って、地域の皆

さんの健康づくりを進めるということは、しっか

りとやる必要があるのかなと感じるのですがいか

がですか。 

○都市建設部長 へんみ委員御指摘のとおりでござ

います。 

  もともと、江北のエリアデザインのテーマの一

つに健康があります。今既存のストック、新たに

できたものにつきましては、やはり横串刺してや

っていくことが重要ですし、★★につきましては、

区の重要なパートナーの一人でありますので、そ

の点については十分注意してやってまいります。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑ありますか。 

○川村みこと委員 北綾瀬について伺います。 

  ちょっとまず確認なのですけれども、このピク

ニック・ラボの次回以降の開催予定について、確

認させていただきたいと思います。 

○まちづくり課長 まだ、時期については未定でご

ざいますけれども、今回やったのが寒い時期でご

ざいましたので、もう少し気候がよくなった、暖

かくなった頃に、実施をできたらというふうに考

えてございます。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  ちょっと先ほどのへんみ委員の質問とも重なり

ますけれども、この結果のところを見てみると、

公園利用者の御意見も出店事業者の御意見も、ど

ちらかというといい御意見ばかりだと思うのです

けれども、ちょっとネガティブな御意見、どのよ

うなものがあったのか教えていただきたいと思い

ます。 

○まちづくり課長 特に事業者の方からは、好評な

ところをいただいたところでございますけれども、

やはり天候ですとか、今回初めてというところも

まずございましたので、思った以上に売上げが伸

びていないとかいうようなことがございました。

利用者の方からは、どちらかというとやはり、好

意的な意見であったのかなというふうに考えてご

ざいます。比較的、こういうものがあることを知
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らなかったけれども来てみて知ったですとか、あ

るいは、初めてだったのでまたいろいろな業態が

出てくるとうれしいとか、そういうような御意見

をいただいたというふうに認識してございます。 

○川村みこと委員 公園のところに来たけれども、

利用せずに帰ったとか、何かそういう使わなかっ

た方の視点というのはいかがでしたでしょうか。 

○まちづくり課長 私ども見ている限りで、ふだん

のとおり通行される方はいらっしゃいましたけれ

ども、来て、キッチンカーがいるから帰ってしま

うとかいうようなことではなく、やはり子どもさ

んを遊ばせるだとか、そういう空間は確保できて

いますので、そういう面では、あまり利用形態に

大きな変更はなかったのかなというふうには考え

ているところでございます。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  結果からは、滞在時間には大きな差異はなくて、

滞在者数の総数がちょっと増えたというような報

告いただいていますけれども、区としてこの結果

を受けて、こういう結果だからこれで行くという

のか、若しくはその１人当たりの滞在時間を増や

していきたいのか、この結果を受けて、次回に向

けてはどのように進めていくのでしょうか。 

○まちづくり課長 非常に難しいところかと思いま

す。滞在していただいている方も、例えば、数は

少なかったですけれども、シートを出してそこに

座っていただいてですとか、あるいはお子さん連

れの方なんかは、用意した椅子に腰掛けて、いつ

もと違う形での飲食をされていた方もいらっしゃ

いますので、そういう面では、なかなかキッチン

カーの、立って食べてもそれほど長く滞在すると

いうよりは、買って食べて、また別のところに行

かれるというような傾向がありましたので、そん

な傾向もまた次回以降つかみながら、専用のルー

ルづくりに生かしていきたいというふうに考えて

ございます。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  利用者が増えたのはいいことだと思います。で

も、結果を見てみると、１０分以下の方がやっぱ

り多いというところで、短時間の方が多いのでは

ないかと思います。 

  でも、私も最初に伺っていた、公園がリビング

になるというところでいうと、滞在時間延びてい

くというか、のんびりしてもらえるのかなという

ふうに思っていたので、これを結果を見て、これ

でいいとも捉えられはしますが、せっかくだから、

もう少しちょっと滞在時間が延びるような仕組み

づくり、ここのところにもレジャーシートの貸出

しがあるといいとか、多分、いろいろ御意見いた

だいていると思いますので、是非、人数だけでは

なくて、のんびりとしていただける空間づくりと

いうところの視点でも仕組みをつくっていただき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  そして、北綾瀬について、ちょっと確認がもう

一つあるのですが、このように、しょうぶ沼公園

の活用とかぐるぐる博とか、どんどん北綾瀬エリ

ア盛り上がっております。以前も確認をさせてい

ただきましたけれども、やはり自転車の駐輪の利

用の仕方が、なかなか私も御意見いただくところ

が多いところでございます。 

  ぐるぐる博などでは、しっかりと誘導されてお

りましたけれども、ここは日常的に駐輪場も満車

状態が続いている場所でして、是非整備をお願い

したいというふうにお伝えしておりましたが、こ

の点はいかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 御指摘のとおり、北綾瀬、一

番厳しい状況でございます。北側のところでは、

これから整備をやるところが一部ございます。ま

た、南側の方では、民間の事業者さんの★★の整

備等も、うちの方にも申請をいただいて、協力さ

せていただいているところでございます。 

○川村みこと委員 分かりました。南側にも駐輪場

もできまして、少しゆとりがあるのかなというふ
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うになりましたが一方で、ららテラスが無料で駐

輪できる時間が、今まで２時間だったのが３時間

に最近延びました。利用者としては、３時間滞在

できるのはよくなった一方で、なかなか循環して

いかないというか、空かないというような御意見

も見受けられます。だから、買物する人が全部区

営の駐輪場を使うのかといったら、そうではない

と思うのですが、やっぱり駐輪場がちゃんと空い

ていてあるのか、若しくはもう全然とめるところ

ないから、やっぱり置いていってしまうとか、そ

ういうところにつながるのかというのは、大きな

問題だと思いますので、是非、南側に新たにオー

プンしたところもあります。ちょっと動向を見な

がら、引き続き取り組んでいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はありますか。 

○岡田将和委員 私からは、千住大川端地区のまち

づくりについてなのですけれども、先ほどもシテ

ィタワー綾瀬の報告もありましたが、端的に確認

します。 

  民泊問題の話というのは出ておりますでしょう

か。 

○副区長 民泊、今日もＮＨＫのニュースで問題に

なっているという話がありましたけれども、衛生

部の方で来年度からになりますけれども、実態調

査を行って、実態を調べていくということにして

おります。 

○岡田将和委員 副区長、ありがとうございます。

保健所の管轄ということで、エリアデザインとは

直接関係ないのかもしれないのですが、昨日、民

泊問題を考える会という、ちょうど東京都庁で行

われた会議に出席しておりました。中央区にある

晴海フラッグです。晴海フラッグ、４,１４５戸、

分譲住宅があるのですが、基本的には管理規約で

民泊はできないというふうになっているのですけ

れども、管理組合の方々が大変困られていたのは、

届出をしないで外資の方が買われた住戸を、勝手

に民泊に使われているという問題が、なかなか法

的に検挙できないということで、大変お困りの様

子がありました。 

  大川端の再開発で２,１００戸、分譲マンション

が建つということと、また、綾瀬の駅前のシティ

タワー綾瀬ということを考えたときに、足立区で

も、外国人ＰＴ組んでいただいているかと思いま

すが、そのあたりのＰＴには、民泊問題というの

は含まれて検討していただいているのでしょうか。 

○政策経営部長  外国人ＰＴの中でも、民泊の問

題はやはり議論はされています。まずは、立入調

査というのを来年度から衛生部が始めることと、

あとは事業者向けに、例えばごみ出しのマナーで

すとか、そういったことを啓発していこうという

動きは、今、検討しているところでございます。 

○岡田将和委員 千住大川端の再開発事業者の中に

は、晴海フラッグを担当した事業者の方も入って

いらっしゃると思いますので、まちづくり、これ

から始めていく中で、しっかりこの民泊に対する

問題、基本的にルールは破られるものだと思って、

そういう対策をしていかなければならないという

管理組合の方々のお話が、非常に印象的でありま

した。あまり民泊の話になってしまうと、厚生委

員会の管轄になるので、まちづくりの観点から事

業者とよく話し合って、千住大川端再開発の件は

進めていただきたいと思っておりますが、どうで

しょう。 

○千住地区まちづくり担当部長 今お話をいただき

ましたので、事業者、地権者とは共有したいと思

います。前にも、問題の提起で、投資目的になら

ないようにというお話もありましたけれども、そ

れと同様に、一緒に協議していくように情報の共

有をしていきたいというふうに思っております。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑ありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○西の原ゆま委員長 質疑なしと認めます。 
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           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 次に、その他に移ります。 

  何か質疑等ありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○西の原ゆま委員長 質疑なしと認めます。 

  以上で、エリアデザイン調査特別委員会を閉会

いたします。 

午後３時０４分閉会 

 

 

 


